
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機器関連分野米国展開自治体間連携支援業務委託 

に係る企画提案募集要項 
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１ 業務の目的 

山梨県では、機械電子産業における高い技術力や立地特性を活かし、医療機器関連産業を県内一帯

に集積する「メディカル・デバイス・コリドー構想」の実現に向け、「メディカル・デバイス・コリド

ー推進計画」を策定し、医療機器関連産業への新規参入等を支援してきた。こうした中、更なる施策

の展開を図り、構想の実現を加速化させるため、現計画の「メディカル・デバイス・コリドー推進計

画 2.1」において、米国を主要ターゲットとしたグローバルサプライチェーンへの参入及び米国企業

との取引拡大を図ることとしている。 

米国展開を促進するため、企業間取引(｢B｣to｢B｣)に対する支援だけでなく、現地自治体との自治体

間連携(｢G｣to｢G｣)を活用した取り組みを進めている。具体的には、令和７年 10 月にカリフォルニア

州自治体の市長等が来県し、本県医療機器産業に関するプレゼンテーション及び個別協議を実施。ま

た、令和８年１月下旬に県職員等が渡米し、５自治体を訪問し、医療機器産業の海外展開や振興に向

けた連携等について協議を行った。 

そこで、令和８年度は、昨年度に構築してきた米国自治体との関係性を更に強固なものとし、県内

企業の米国展開を促進するため、米国自治体職員等との協議を引き続き実施するとともに、具体的な

連携策の検討や取り組みを実施することとしている。 

県は、医療機器産業の海外展開や米国の自治体･団体等との連携･協議に関する専門的な知見及び経

験を有する事業者に本事業を委託し、当該事業者から、自治体間連携(｢G｣to｢G｣)を活用した取り組み

の企画･調整及び実施に関する助言･支援を受けるとともに、これらの取り組みを担う県職員の活動に

対する支援を得ることにより、実効性の高い施策の円滑な推進を図るものとする。 

 

 

２ 業務概要等 

 （１） 委託業務名称 

     医療機器関連分野米国展開自治体間連携支援業務 

 （２） 業務内容 

別添「医療機器関連分野米国展開自治体間連携支援業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

による。（採用された企画提案に基づき、業務内容は適宜調整する。） 

 （３） 委託料上限額 

     金９，９８０，０８０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     ※この金額は、本業務の調達における提案価格の上限額であり、契約時の予定価格を示すも

のではない。 

 （４） 契約期間 

     契約締結の日から令和９年３月３１日 

 

 

３ 企画提案に係る日程 

 （１）企画提案募集開始           令和８年５月 １日（金） 

 （２）企画提案応募資格確認申請書提出期限  令和８年５月１９日（火）午後５時まで 

 （３）質問受付期限             令和８月５月２２日（金）午後５時まで 

（４）質問回答               令和８年５月２６日（火） 

（５）企画提案書の提出期限         令和８年６月 １日（月）午後５時まで 

 （６）審査委員会              令和８年６月 ５日（金）午前１０時から 
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４ 企画提案への参加資格 

企画提案への参加を希望する者は、企画提案応募資格確認申請書（様式１）に（２）に掲げる書類

を添付し、提案参加資格の確認を受けなければならない。 

 （１） 提案参加資格 

   ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

   イ この公告の日から企画提案審査の日までの間に山梨県から「山梨県建設工事請負契約に係る

指名停止等措置要領」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名

停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

   ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又はその役員が暴力団員でないこ

と。 

   エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申し立て、又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（更生

手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

   オ 法人の役員等（非常勤の役員を含む。）に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。 

     ① 成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人又は営

業を許可されていない未成年者 

   ② 破産者で復権を得ない者 

   ③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

（２）申請書添付書類 

ア 法人又は団体の概要（パンフレット等） 

イ 法人登記簿謄本（写し可） 

ウ 誓約書（様式２） 

ただし、山梨県物品等入札資格者名簿に登載されている場合は、競争入札参加資格通知書（写）

を添付することにより、上記添付書類の提出は不要とする。 

 （３）提出期限 

    令和８年５月１９日（火）午後５時必着（郵送の場合も同様） 

 （４）提出場所 

    山梨県産業政策部成長産業推進課新分野進出担当 

    〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

 （５）提出方法 

    持参又は郵送（期限までに必着） 

 （６）参加表明後の辞退 

    参加表明後に企画提案書類の提出を辞退する場合は、「企画提案辞退届」（様式３）によるもの

とし、企画提案書の提出期限までに提出すること。なお、企画提案の辞退は自由であり、今後、

当該辞退による不利益な取り扱いはしない。 
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５ 企画提案に係る質問について 

 （１）受付期間 令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

 （２）提 出 先  山梨県産業政策部成長産業推進課新分野進出担当 

         電子メール seichosangyo@pref.yamanashi.lg.jp 

 （３）提出方法 電子メールとし、電話にてメールの受信確認を行うこと。 

 （４）提出書類 質問書（様式４） 

 （５）そ の 他  質問に対する回答は、令和８年５月２６日（火）までに県ホームページに掲載す

る。 

 

６ 企画提案書の提出について 

当業務の受託を希望する者は、次により企画提案書を持参又は郵送で提出すること。提案は、１者

につき１案とする。 

 （１）提出部数 ８部（正本 1部、副本７部） 

（２）提出期限 令和８年６月１日（月）午後５時必着（郵送の場合も同様） 

 （３）留意事項 ・別添「企画提案書作成における留意事項」を参照すること。 

                  ・特に、企画提案書には、提案事業者の名称を記載しないこと。 

         ・別紙｢評価基準｣の評価項目に照らして、審査員が採点しやすいように構成や文書

表現を工夫すること。 

         ・企画提案書の内容として、仕様書記載の委託業務の内容のうち、｢（１）医療機器

の米国展開に向けた自治体間連携の推進｣や｢（２）県主催企業交流イベントの企

画｣については、これまでの経験･実績を踏まえて、考え方や具体的な調整方法、

具体的な企画案等を記載してください。 

 （４）提 出 先 〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内１－６－１ 

         山梨県産業政策部成長産業推進課新分野進出担当 

 

７ プレゼンテーション 

 （１）実施方法 Microsoft Teams によるオンライン 

 （２）実施日時 令和８年６月５日（金）午前１０時から（入室時間は、個別に通知する。） 

 （３）持ち時間 １者２５分（うち説明１５分以内、質疑１０分を目安とする） 

 （４）留 意 点 ・プレゼンテーションでは、提出した企画提案書に沿って説明を行うこととし、当

日の追加資料は認めない。 

         ・審査は、審査の公平性確保及び企業ノウハウの流出防止のため非公開とする。 

 

８ 審査方法・基準 

 （１）審査は、外部有識者等から構成される企画提案審査委員会が行う。 

（２）企画提案の評価項目と各項目に対する評点は、別紙 企画提案評価基準表のとおりとし、評価の

総得点が最も高い者を契約締結候補者として選定する。 

（３）総得点が１位であっても、仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目がある場合は契

約締結候補者に選定しないことがある。 

（４）総得点が同じ場合は、審査委員の多数決により順位を決定する。 

（５）提案に関して談合、提出書類の虚偽記載、その他の不正行為があった場合には、その者の提案

は無効とする。 
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９ 審査結果の通知 

審査結果については、選定・不選定にかかわらず書面により通知する。 

※選定結果等は、併せて県ホームページでも公表する。 

※公表事項は、評価基準、配点及び評価、審査結果、第１順位委託候補者の名称等とし、第１順

位委託候補者以外の提案者の名称は公表しない。 

 

１０ 契約の締結等 

（１）８により選定された提案者を契約締結候補者として、委託業務に関して必要な協議を行う（そ

の際、企画提案書の内容は、協議の上、変更する場合もある。）ものとし、協議が合意に至った場

合は、本委託業務の契約の手続を行う。 

 （２）契約締結候補者との協議が整わず契約の見込みがないときは、次点の提案者と契約に向けた協

議を行い、前項に準じて契約する。 

 （３）契約については、予算の範囲内で随意契約を行うものとする。 

 （４）契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の金額を、契約日に県に納付しなければならな

い。ただし、山梨県財務規則（昭和３９年山梨県財務規則第１１号）第１０９条の２の規定に該

当する場合は免除する。 

 

１１ 連絡先 

〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内１－６－１  

山梨県産業政策部成長産業推進課新分野進出担当 

 電 話 ０５５－２２３－１５６５ 

 電子メール seichosangyo@pref.yamanashi.lg.jp 
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別紙 

企画提案評価基準 

１ 審査方法  

・ 評価項目及び配点等は「２」のとおりとし、審査員１名分で１００点満点とする（内容点９０点  

満点、価格点１０点満点）。  

・ 内容点については、審査員が企画提案書等の内容の具体性・妥当性・確実性等を評価して採点す

る。価格点については、事務局が計算式に基づいて採点する。  

２ 評価項目及び配点 

 評価基準 評価点 比重 

配点 

（評価点× 

比重） 

1 

業務の理解度 

・本業務の目的、事業内容並びに本県の医療機器関連施策及び自治

体間連携（G to G）の意義について、十分に理解しているか。 

5 点 2 10 点 

2 

実施体制 

・米国現地での同行支援等、業務内容の遂行に必要な専門知識及び経

験を有する担当者を適切に配置しているか。 

・実施体制及び役割分担が具体的に明示され、業務を円滑に実施でき

る体制となっているか。 

・実現可能であり、かつ本事業の目的達成が見込まれるスケジュール

となっているか。 

5 点 2 10 点 

3 

過去の実績・類似する業務の経験・専門知識 

・本業務と同種又は類似の業務実績、海外との調整業務等の実績及び

専門知識を有し、優れた遂行能力を期待できるか。 

5 点 2 10 点 

4 

提案内容 

・仕様書を踏まえ、本事業の目的に沿った明確かつ具体的な提案がさ

れており、実効性のある業務の履行が可能か。 
5 点 2 10 点 

・行政同士の自治体間連携を踏まえ、県内企業の海外展開に向けた米

国自治体との連携内容の企画･検討や調整方法について、具体性及

び実効性の高い提案となっているか。 

5 点 3 15 点 

・｢MD&M WEST 2027｣開催期間中に開催予定の企業交流イベントについ

て、具体的なビジネス機会創出につながる目的、内容及び構成等の

企画立案能力を有するか。 

5 点 2 10 点 

・自治体間連携の推進及び企業交流イベントの開催を通じて、県内医

療機器関連企業の海外展開に資する内容の提案となっているか。 
5 点 3 15 点 

5 

積極性・独自性(独自提案) 

・仕様書に記載されていない事項であって、業務の目的達成のために

必要と認められる独自の提案項目があるか。 

（該当する提案がない場合には評価点は 0 点とする。） 

5 点 2 10 点 

6 

価格点 

・ 配点×応募者中の最低価格／提案者の価格 

※小数点以下第１位を四捨五入 

5 点 2 10 点 

合計 100 点 
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３ 内容点の評価の考え方  

評価は５点満点（最高得点５点、最低得点０点）とし、考え方は次のとおりとする。  

・ 特に優れている／期待できる           （５点）  

・ 優れている／どちらかといえば期待できる  （４点）  

・ 普通（基準点）                    （３点）  

・ やや劣る／どちらかといえば期待できない  （２点）  

・ 劣る／期待できない                 （１点） 

・ 要求水準を満たしていない            （０点）  

 

 

    


